変更届出書添付書類一覧　【地域密着型サービス】・【居宅介護支援】

指定事業所における変更届の提出について（Ｒ７年11月改定）

１　指定後、指定内容に変更があった場合、変更のあった日から10日以内にサービス事業所ごとに変更届出書【標】及び下記添付書類を提出することが必要です。
２　人員基準を満たしている事業所の場合、管理者、サービス提供責任者および介護支援専門員以外の人員の変更については変更の届出は不要です。（管理者および介護支援専門員の人員の変更及び人員基準を満たさなくなった場合は、その都度、変更届の提出が必要です。なお、人員基準欠如の場合は、介護報酬が減額される場合があり、かつ、人員基準欠如が継続した場合は、指定が取り消される場合があります。）
[bookmark: _GoBack]３　現在事項全部証明書及び履歴事項全部証明書については、原則原本での提出とする。ただし、同一法人内の複数の事業所の変更届を同時に提出する場合は、１事業所のみ原本を添付し、残りの事業所はコピーで提出することを可とする。その場合、原本を添付した事業所を変更届出書の欄外に記載すること。
４　資格証と現在の氏名が異なる場合は、職員の氏名についての申出書（参考様式３）を提出すること
５　変更事項に※印のあるものについては、変更予定日の１か月前につくば市と事前協議を行うこと。
６　下記添付書類については、記載事項に変更がない場合は提出の省略を可とする。その場合、変更届出書に記載事項に変更がないため省略した旨を記載すること。




· 届出様式は、下記ホームページからダウンロードすることができます。
（つくば市HP）URL：https://www.city.tsukuba.lg.jp/jigyosha/shigoto/shisetsu/1001799.html
	変更事項
	添付書類

	事業所（施設）の名称※
	・付表【標】（該当するサービス種のもの）
・新しい運営規程　(変更箇所の明示または新旧対照表を添付)

	事業所（施設）の所在地※
	・付表【標】（該当するサービス種のもの）
・事業所の平面図【標】
・土地・建物確認表
・周辺地図
・介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び医療機関との連携体制並びに支援体制の概要を記載した書類
・運営推進会議の構成員を記載した書類(参考様式８)
・新しい運営規程　(変更箇所の明示または新旧対照表を添付)

	申請者の名称※
	・現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書（原本、３か月以内のもの。）
・誓約書【標】

	法人等の種類
	

	主たる事務所の所在地※
	・現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書（原本、３か月以内のもの。）

	代表者（開設者）の氏名、生年月日、住所および職名
	・現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書（原本、３か月以内のもの。）
・誓約書【標】
・代表者経歴書（参考様式２-２）、「認知症対応型サービス事業開設者研修」修了証又は資格証の写し　※認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護の代表者である場合のみ。

※変更届出書の「変更前」「変更後」の欄に、新旧の代表者の氏名、生年月日及び住所を記載すること。
※住所のみの変更の場合、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書のみの提出で可。

	登記事項証明書・条例等
(当該事業に関するものに限る。)
	・現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書（原本、３か月以内のもの。）

	事業所の建物の構造、専用区画等※
	・付表【標】（該当するサービス種のもの）
・事業所の平面図【標】
・カラー写真（変更部分がわかるもの）
・新しい運営規程（運営規程の変更がある場合のみ。（変更箇所の明示または新旧対照表を添付））

	事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
	・付表【標】（該当するサービス種のもの）
・従業員全員の勤務形態一覧【標】
同一法人により当該事業所に併設される別の事業所と職務を兼務する場合、兼務する事業所の勤務形態一覧表も添付すること。
・資格証等の写し（資格が必要な場合に限る。）
・管理者経歴書【標】、「認知症対応型サービス事業管理者研修」修了証又は資格証の写し（認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護のみ。）

※住所のみの変更の場合、付表（該当するサービス種のもの）のみの提出で可。

	運営規程
	・付表【標】（該当するサービス種のもの）
・新しい運営規程　(変更箇所の明示または新旧対照表を添付)

	協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関の名称、診療科目名、契約の内容等
	・付表【標】（該当するサービス種のもの）
・医療機関との契約書の写し
・協力医療機関に関する届出書（認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設入居者生活介護のみ）

	事業所の種別等※
	要事前協議

	介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携・支援体制
	・付表【標】(該当するサービス種のもの)
・各機関との連携体制、支援体制の変更内容が分かる書類(契約書等の写し等)

	本体施設、本体施設との移動経路等
	・左記の変更内容が分かる書類

	併設施設の状況等
	・左記の変更内容が分かる書類

	連携する訪問看護の名称、所在地
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のみ）
	・付表【標】（該当するサービス種のもの）
・運営規定（変更箇所の明示または新旧対照表を添付）

	介護支援専門員の氏名及びその登録番号
	・付表【標】（該当するサービス種のもの）
・介護支援専門員一覧【標】
・従業員全員の勤務形態一覧【標】
別の事業所と職務を兼務する場合、兼務する事業所の勤務形態一覧表も添付すること。
・介護支援専門員証(又は登録証と新番号通知)の写し
・「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」修了証の写し（小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所のみ。）
・「実践者研修」又は「基礎研修」修了証の写し（認知症対応型共同生活介護事業所のみ。）
・新しい運営規程（運営規程の変更がある場合のみ。（変更箇所の明示または新旧対照表を添付））



